
サイクル会館宿泊・使用案内 

第 1 条 当館は大会期間にかぎり、岸和田市公営競技場より大阪高体連自転車競技専門部（以下、大自専門部） 

が借用し管理運営する宿舎であり、宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定める

ところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 

 

宿泊申し込み 
第 2 条 全て、専用申し込み用紙による申し込みとします。 

宿泊契約の成立等 
第 3 条 宿泊契約は、大自専門部が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 

宿泊の登録 

第 4 条 宿泊各校は、宿泊日当日、受付にて次の事項を登録していただきます。 

（1） 学校ごとの、宿泊者確認。 

（2） その他当館が必要と認める事項。 

※ 特に記入していただく書類はありません。 

 

宿泊室の使用時間 

第 5 条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 9 時までとします。ただし、連続して宿泊する 

場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。 

 

利用規約の遵守 

第 6 条 宿泊客は、当館内においては、当館が定める下記および利用規約に従っていただきます。 

① 近隣住民との申し合わせによりサイクル会館の窓は開けられません。窓を開けたままにしないでください。 

② 競輪場への移動や外出時、車両での移動時は近隣住民の方に迷惑にならないよう、静かにお願いします。 

③ 避難経路、非常口等は入館後に、学校単位で確認してください。 

④ 各室に鍵はかかりませんので、貴重品は各自での管理をお願いします。 

⑤ 当館の連絡事項は玄関横のホワイトボードに掲示します。 

⑥ 各室の備品は大切に使用してください。特にテレビに他の電子機器の接続はしないでください。 

⑦ 会館内の洗濯機・乾燥機の使用は無料です。分け合ってご使用ください。 

⑧ 各室で出たゴミは袋に入れて廊下に出しておいてください。（ゴミをぶん別する必要はありません） 

⑧ 門限は 22 時とします。それ以降に帰舎される予定の方は、警備員から夜間入館口の案内を受けてください。 

⑨ その他、緊急時はスタッフの指示に従ってください。 

⑩ 館内では自転車の持ち込み、自転車ホイール等の持ち込み整備をしないでください。 

⑪ 館内ではスリッパの利用をお願いします。下足はビニール袋に入れて各部屋にお持ちください。 

⑫ 喫煙は灰皿の置かれた場所でのみ許可されています。 

 

各種時間 

第 7 条 当館の主な営業時間は次のとおりとします。 

（1）	フロントサービス 

フロントは設けていませんので、警備員か大阪高体連宿舎担当者に連絡ください。 

（2）	食事提供時間  

   食事は朝夕ともにビュッフェ形式です。配膳はセルフサービスにご協力ください。 

  朝  食  午前 6:00 ～ 午前 7：40  

  夕  食  選手    午後 5：50 ～ 午後 7：30  

監督    午後 7：35 ～ 午後 8：30  競技役員も同じ  

（3） 付帯サービス施設時間  

   売 店   終日閉店していますので、必要であれば食堂スタッフに申し出てください。 

   風 呂   午後 4：00 ～ 午後 10：00 

※ 午後 10 時以降はボイラーの電源を落としますが入浴は可能です。 

    2 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。 

 



寝具の取り扱い 

 シーツは１階会議室前に準備しています。必要な方は各自での交換をお願いします。 

  入館時  布 団  シーツをかけた状態で準備しています。シーツ交換は各自でお願いします。 

         まくら  まくらカバーをかけた状態で準備しています。 

  退室時  布 団  シーツを外して各部屋ごとにまとめて室内に置いておいてください。 

敷き布団、掛け布団ともにたたまずに広げた状態でお願いします。 

         まくら  カバーを外しシーツと同様に部屋ごとにまとめておいてください。まくらは布団上にお願いします。 

 

料金の支払い 

第 8 条 当館の宿泊料金は、1 泊 2 食(朝夕) 8,000 円 素泊まり 7,000 円 とし、キャンセル料、欠食による返金は近畿大

会宿泊申し込み規定に従うものとする。 

 

2 前項の宿泊料金等の支払いは、現金のみとし、入所前の受付時に行っていただきます。 

 

当館の責任 
第 9 条 大自専門部は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損

害を与えたときは、宿泊費を返金します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りで

はありません。 

 

手荷物または携帯品の保管 
第 10 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に大自専門部が了解したときに限って

責任をもって保管し、大自専門部がチェックインする際お渡しします。 

 

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所

有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示

がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め大自専門部で 7 日間保管し、その後処分するか最寄りの警

察署に届けます。 

 

3 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての大自専門部の責任は、第 1 項の場合にあって

は前条 第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。 

 

４ サイクル会館内では自転車の持ち込み預かりはできません。 

 

駐車場の責任 

第 11 条 当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものでは

ありません。 

 

宿泊客の責任 
第 12 条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していた

だきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

当館では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、利用規則を定めておりますので、宿泊約款第 6 条に定めのあ

るとおり、その遵守にご協力下さいますようお願い申し上げます。 遵守いただけない場合は、やむを得ず、ご宿泊又は館

内諸施設のご利用をお断り申し上げ、又場合によっては損害をご負担頂くこともございますので、特にご留意下さいます

ようお願い申し上げます。 

 

1. 喫煙は指定場所（灰皿の置かれた場所）以外ではおやめください。 

2. 客室内では、炊事用等の火器およびアイロン等の発熱する電化製品の持ち込み、ご使用はおやめください。 

3. その他の火災の原因となるような行為はおやめください。 

4. 消防用設備等のいたずらは、安全の維持に支障が生じますのでおやめください。 

 

1. 滞在中のお部屋には施錠ができません。貴重品は各自・各室での自主管理をお願いします。 

2. 館外へお出かけの時、門限を超えて帰舎される場合は、警備員に連絡をお願いします。 

3. ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。 ご面会は１階談話室をご利用下さい。 

 

1. 料金支払いは、現金のみとなります。旅行小切手、金券、クレジットカ－ドは使用できません。 

2. 館内の売店もすべて現金精算となります。 

 

1. 館内にて他のお客様の迷惑となるようなもの、犬、猫、小鳥、その他の動物、発火又は引火性のもの、悪臭を発するも

の、その他法令で所持を 禁じられて いる物のお持込みはおやめください。 

2. 館内で、高声、放歌、喧騒な行為、とばく、風紀、治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑になるような言動はなさら

ないようお願い申し上げます。 

3. 当館の許可なく、客室、ロビー等を営業行為（展示、広告、宣伝、販売等）などの他の目的にご使用にならないようお願

い申し上げます。 

4. 館内の施設、備品の現状を著しく変更したり、用途以外にご使用になることはおやめください。 

5. 客室の窓側、ベランダ、廊下またはロビーなどに物品を陳列したり、放置しないようお願い申し上げます。 

6. 風呂および洗面所のご使用後は必ず給湯水をお止め下さい。 

7. 館内ではスリッパをご使用ください。（下足はビニール袋に入れてお部屋におもちください。） 

8. エネルギーを大切に使うため、節電、節水にご協力の程お願い申し上げます。 


